
軽井沢町環境基本計画
概要

令和５年度（２０２３） 策定

参考３－Ａ



基本的事項

1

位置づけ
環境基本計画は、環境基本法第３６条に該当する計画であり、環境の保全及び創
造のための総合的・長期的な施策を推進することを目的とした環境分野のマスター
プラン

1

環境基本計画に基づく施策・事業等



基本的事項

2

計画期間
令和６年度（２０２４）から令和１５年度（２０３３）までの１０年間の計画
５年目となる令和１０年度（２０２８）に中間見直しを行う

2

2024

2028 2033
環境基本計画
中間見直し

環境基本計画
最終目標年度

R6

R10
R15



取組の体系

3
3

主な取組指標



達成度をはかる指標

4
4
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